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特定疾病療養受療証交付に係る所得区分について

　厚生労働省の通知により平成３０年１０月９日からマイナンバー制度の情報連携の本格運用開始により、特定疾病療

養受療証交付に係る所得区分判定のために必要だった課税証明書等の省略が可能となりました。

　　また、 特定個人情報（個人番号）の利用停止請求等で、個人番号制度の情報連携で所得区分の確認ができない場

合は、当組合加入者全員分の住民税の令和５年度課税（非課税）証明書の添付が必要になります。

個人番号・身元確認書類について

　「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（個人番号法）」に基づき、個人番号を利用する
手続きでは、組合員の本人確認（番号確認と身元確認）が必要となります。

①個人番号確認書類の写し　いずれか１点

　　個人番号カード、個人番号が記載された住民票

②身元確認書類(公的機関が発行している顔写真付きの身分証の写し)いずれか１点

　　運転免許証、パスポート、個人番号カード、身体障がい者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、運転経歴証明書等

　上記の顔写真付きの身分証がない場合

　　健康保険証、年金手帳、介護保険証、医療受給者証、児童扶養手当証書、印鑑登録証明書、納税証明書等

☆個人番号カードの両面の写しの場合は上記①②の確認ができます。

個人番号の記載が困難な場合

☆ご不明の点等ございましたら、組合事務局（TEL03-6432-4701)までお問い合わせください。

　個人番号がわからない場合など、記載が困難な場合は、個人番号の記載が無くても申請を受理します。
　この場合は個人番号確認書類・身元確認書類の添付は不要です。

[8-1]20231226


